
 

規    則 

 

 

 「千曲市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則」をここに公布する。 

 

 

  令和７年１０月３１日 

 

 

                      千曲市長 小川 修一 

 

 

千曲市規則第４６号 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

千曲市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

 

千曲市子ども・子育て支援法施行細則（平成27年千曲市規則第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条中「第１条第１号」を「第１条の５第１号」に、「48時間」を「64時間」に改め

る。 

第４条第１項中「第20条第４項前段及び府令第７条第２項」を「第20条第４項」に改

め、「通知は、教育・保育給付認定決定通知書」を「通知及び認定証は、教育・保育給付

認定決定通知書兼支給認定証」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「教育・保育給

付認定却下通知書（様式第４号）」を「教育・保育給付認定申請却下通知書（様式第３

号）」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「様式第５号」を「様式第４号」に

改め、同項を同条第３項とする。 

第６条中「様式第６号」を「様式第５号」に改める。 

第７条中「様式第７号」を「様式第６号」に改める。 

第８条第１項本文中「様式第８号」を「様式第７号」に、「支給認定証」を「教育・保

育給付認定決定通知書兼支給認定証」に改め、同項ただし書中「支給認定証」を「教育・

保育給付認定決定通知書兼支給認定証」に改め、同条第２項中「支給認定証又は教育・保

育給付認定変更通知書（様式第９号）」を「教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証

（様式第８号）」に改める。 

第９条中「様式第10号」を「様式第９号」に改める。 

第11条中「様式第11号」を「様式第10号」に改める。 

様式第１号から様式第６号までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

様式第２号（第４条関係） 第　　　号

問い合わせ先

住 所

～認 定 区 分フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日 認 定 有 効 期 間

年　　月　　日　交付　千曲市長

子
ど
も

保
護
者

フ リ ガ ナ

住 所

フ リ ガ ナ

認 定 区 分

有 効 期 間 ～

保 育 必 要 量

氏 名

保育必要性の事由

生 年 月 日

生 年 月 日

不服の申立

　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に千曲市長に対して審査請求

をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌

日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります）。

　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、千曲市を被告として（訴訟におい

て千曲市を代表するものは千曲市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があった

ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

フ リ ガ ナ

年 月 日

千曲市長

教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証

　先に申請のありました施設型給付費に係る教育・保育給付認定について、次のとおり決定しま
したので通知します。

氏 名

氏 名

生 年 月 日

支給認定証 認 定 番 号

認 定 番 号

子
ど
も

保 育 必 要 量

保
護
者

保育必要性の事由



 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第４条関係） 第　　　号

問い合わせ先

千曲市長

子 ど も

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

不服の申立
　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3
か月以内に千曲市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったこ
とを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し
て1年を経過すると審査請求をすることができなくなります）。
　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内
に、千曲市を被告として（訴訟において千曲市を代表するものは千曲市長となりま
す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを
知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年
を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記
の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か
ら起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

却 下 理 由

保 護 者

住 所

氏 名

生 年 月 日

　先に申請のありました施設型給付費に係る教育・保育給付認定について、次のとおり却下とな
りましたので通知します。

フ リ ガ ナ

教育・保育給付認定申請却下通知書

年 月 日



 

 

 

 

 

 

様式第４号（第４条関係） 第　　　号

問い合わせ先

教育・保育給付認定延期通知書

年 月 日

千曲市長

　先に申請のありました施設型給付費に係る教育・保育給付認定について、次の理由により教
育・保育給付認定に係る処理を延期します。

子 ど も

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

保 護 者

住 所

氏 名

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

処 理 見 込 期 間 ～

延 期 理 由

不服の申立
　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3
か月以内に千曲市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったこ
とを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し
て1年を経過すると審査請求をすることができなくなります）。
　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内
に、千曲市を被告として（訴訟において千曲市を代表するものは千曲市長となりま
す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを
知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年
を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記
の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か
ら起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。



 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第６条関係） 第　　　号

問い合わせ先

保育料決定通知書

保育料について、次のとおり決定しましたので通知します。

フ リ ガ ナ

氏 名

認 定 番 号

子 ど も

生 年 月 日

不服の申立

　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に千

曲市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることが

できなくなります）。

　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、千曲市を

被告として（訴訟において千曲市を代表するものは千曲市長となります。）、処分の取消しの訴えを提

起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっ

ても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを

知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

年 月 日

千曲市長

保護者

住 所

生年月日

フリガナ

氏 名

適 用 期 間 ～

階 層

利用施設

保 育 必 要 量

利 用 者 負 担 額 円

認 定 区 分

名 称



 

 



 

 

 

 



 

様式第７号を削り、様式第８号を様式第７号とし、様式第８号及び様式第９号を次のと

おり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第８号（第８条関係） 第　　　号

問い合わせ先

変 更 理 由

～

不服の申立

　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に千曲市長に対して審査請求

をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌

日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります）。

　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、千曲市を被告として（訴訟におい

て千曲市を代表するものは千曲市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があった

ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

保
護
者

住 所

認 定 区 分

氏 名

生 年 月 日

保育必要性の事由

支給認定証 認 定 番 号

氏 名

　　年　　月　　日　交付　千曲市長

フ リ ガ ナ

有 効 期 間 ～

保 育 必 要 量生 年 月 日

子
ど
も

フ リ ガ ナ

教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証

　施設型給付費に係る教育・保育給付認定について、次のとおり変更しましたので通知します。

認 定 番 号

フ リ ガ ナ子
ど
も 生 年 月 日

氏 名

年 月 日

千曲市長

認 定 区 分

生 年 月 日

保育必要性の事由

変

更

後

認 定 有 効 期 間

保 育 必 要 量

変

更

後

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名保
護
者



 

 

 

 

様式第９号（第９条関係） 第　　　号

問い合わせ先

生 年 月 日

年 月 日

千曲市長

教育・保育給付認定取消通知書

以下の理由により、教育・保育給付認定を取り消しましたので通知します。

認 定 番 号

子 ど も

フ リ ガ ナ

・現在お持ちの支給認定証は、この通知書を受け取った日から30日以内に、市または利用
している施設に返還してください。ただし、既に支給認定証を提出されている方は、不要
です。

氏 名

不服の申立
　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3
か月以内に千曲市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったこ
とを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し
て1年を経過すると審査請求をすることができなくなります）。
　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内
に、千曲市を被告として（訴訟において千曲市を代表するものは千曲市長となりま
す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを
知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年
を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記
の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か
ら起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

氏 名

生 年 月 日

取 消 理 由

取 消 年 月 日

保 護 者

住 所

フ リ ガ ナ



 

 様式第11号を様式第10号とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年11月４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に千曲市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づき作成さ

れている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することが

できる。 


